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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に基づく賃貸住宅管理業登録申請促進のお願い 

 

 

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律（令和２年法律第 60 号。以下「法」という。）が

令和２年６月 19 日に公布され、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行期日を定める

政令（令和３年政令第 142 号）に基づき、令和３年６月 15 日から賃貸住宅管理業登録制度が施行

されており、現在、各地方支分部局において申請に基づき賃貸住宅管理業の登録が順次なされて

いるところです。 

この登録については、法附則第２条において、この法律の施行の際現に賃貸住宅管理業を営ん

でいる者は、この法律の施行の日から起算して１年間（令和４年６月１５日まで。以下「移行期

間」という。）は法第３条第１項の規定にかかわらず賃貸住宅管理業を営むことができるとされて

おり、移行期間満了後も引き続き賃貸住宅管理業を営む場合（200 戸以上管理している場合）は、

移行期間満了までに登録申請をする必要があります。 

この登録申請には、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書や、法人税の直前一年

の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面（納税証明書）の提出が必要となりま

すが、事業者によっては、決算後にこれらの書類の確定を待つと登録申請が移行期間満了に間に

合わなくなるおそれもあります。特に３月、４月、５月決算の事業者は注意が必要です。 

よって、貴団体加盟の事業者に対し、早期の登録申請を促して頂きますよう、宜しくお願いし

ます。 

 

  



 

（参照条文） 

○ 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律（抄） 

（登録） 

第３条 賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。た

だし、その事業の規模が、当該事業に係る賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土交通省

令で定める規模未満であるときは、この限りでない。 

２～５ 略 

（登録の申請） 

第４条 前条第一項の登録（同条第二項の登録の更新を含む。以下同じ。）を受けようとする者は、

次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 

一～四 略 

２ 前項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第六条第一項各号のいずれにも

該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 

附 則 抄 

(経過措置) 

第２条 この法律の施行の際現に賃貸住宅管理業を営んでいる者は、この法律の施行の日から起

算して一年間（当該期間内に第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は

次項の規定により読み替えて適用される第二十三条第一項の規定により賃貸住宅管理業の全部

の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間）は、

第三条第一項の規定にかかわらず、当該賃貸住宅管理業を営むことができる。その者がその期

間内に第四条第一項の規定による登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、

その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。 

２・３ 略 

 

○ 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則（抄） 

（登録申請書の添付書類） 

第七条 法第四条第二項（法第七条第三項において準用する場合を含む。）の国土交通省令で定め

る書類は、次に掲げるものとする。 

一 法第三条第一項の登録（同条第二項の登録の更新を含む。）を受けようとする者（以下この

条において「登録申請者」という。）が法人である場合においては、次に掲げる書類 

イ・ロ 略 

ハ 法人税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 

ニ～ヘ 略 

ト 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 

チ～ヌ 略 

 二 略 

２～４ 略 

 


